
 

 

 

 

 

 
 

令和８年度ギャンブル等依存症問題啓発週間街頭啓発活動の実施について 

 

 

競馬などの公営競技やぱちんこなどのギャンブルは、多くの人が健全に楽しんで

いる一方、これらにのめり込むことによって、本人や家族の日常生活や社会生活に

支障を生じさせる場合があることから、国民全体で依存症対策を講じる必要があり

ます。 

島根県では、令和４年６月に「島根県ギャンブル等依存症対策推進計画」を策定

し、ギャンブル等依存症である方等に対する支援の充実を図り、安心して暮らすこ

とができる社会を実現するため、関係団体の皆様、自助グループの皆様とともに、

ギャンブル等依存症の普及啓発や各種支援などの取組を推進しています。 

今回、ギャンブル等依存症問題啓発週間（毎年５月14日から５月20日まで）に合

わせ、下記のとおり、松江駅前で街頭啓発活動を実施しますのでお知らせします。 

 

記 

 

１．日時 

  令和８年５月 14 日（木）７：３０～８：３０ 

 

２．場所 

ＪＲ松江駅北側出入口（改札付近、バス停付近）、 

南側出入口（みどりの窓口付近、トイレ付近） 

 

３．参加者 

島根県、島根県ギャンブル等依存症対策連絡協議会委員等 

 

４．街頭啓発活動の概要 

  通勤通学者等に対してギャンブル等依存症に関する啓発資料等を配布する。 

 

令和８年５月１１日 

島根県障がい福祉課 黒﨑、石原 

電 話 0852-22-5247 

ＦＡＸ 0852-22-6687 

メール syogai-iryo@pref.shimane.lg.jp 


